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   債権の放棄について 

 

 

 国立市債権管理条例（平成２５年１２月国立市条例第４３号）第１８条第 

１項の規定により令和６年度に放棄した債権について、同条第２項の規定に

より、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

    令和 ７ 年 ９ 月 １１ 日 

 

 

 

 

 

 

     提出者  国 立 市 長    濵 﨑 真 也 

 

 



放棄債権一覧（令和６年度） 

 

 

 

番号 債権の名称 放棄の理由 
放棄した債権の

額（円） 

放棄した債権の件数

（人） 

１ 

市立保育園延長保

育料 

徴収停止の措置をとった日か

ら相当の期間を経過（条例第

１８条第１項第４号） 

著しい生活困窮（条例第１８

条第１項第５号） 

２，５００ １ 

合計 ２，５００ １ 

 


